
角地

地積 枝番

※建築年は、閉鎖登記簿又は課税台帳等により当該建物の存在を確認した年を記載

  魅力あるまちづくりの資源であり，市の趣ある町並み又は個性豊かで洗練された生活文化の保全・継承を図るうえで重要なもの

  将来に向けた保全・活用計画があるなど，京町家の保全・継承を意欲的に行おうとする所有者が管理する京町家
（備考）

  伝統的なものづくりに応じた建て方や形態・意匠が残っている

  伝統的な商いやもてなしに応じた建て方や形態・意匠が残っている

【指定理由】
  外観に特徴的な建築要素を有し，地域の景観や建築様式の模範となる象徴的なもの
  希少性が高く，解体された場合に，町並みの個性が失われるなど特に影響が大きいもの
  建物内部に建築当時の形態意匠を有しており，地域の都市居住文化を後世に伝える象徴的なもの

【指定テーマ】 【建物の特記事項】

  伝統的な形態・意匠（外部）が残っている （備考）
  歴史的な特徴がある（時代性）
  地域的な特徴がある（場所性）
  伝統的な空間構成，形態・意匠（内部）が残っている
  京町家を舞台とした伝統行事・地域とのかかわりがある

  希少性が高く，解体された場合に，地域の伝統的な生活文化が失われるなど特に影響の大きいもの

その他、維持管理の状態等 アルミ枠の戸・窓 著しい劣化あり 大幅な改変あり

登記
情報

所有者 家屋番号 所有者 1階 2階

土
地

家
屋

3階 合計 間口 奥行 用途

縁側 軒行燈

木枠戸 看板建築 床の間
その他

木枠窓 その他 幔幕掛け

茶室 ばったり床机 織屋建
その他
の生活
文化の
要素

玄関（取次あり） 簾掛け 表屋造

おくどさん 鍾馗さん 玄関庭

井戸 木製看板 前庭

火袋 奥庭

その他
の外観
の要素

屋根 木製戸袋

越屋根 木製手摺

卯建・袖壁 大戸

腰壁 高塀
犬矢来･駒寄 洋館･表蔵

通り庭 坪庭

いずれ
か一つ
以上を
有する

通り庇

格子

外壁・高塀

長屋
1
階

2
階

3
階平入

2階

3階

階数

所在地
(登記)

必須
条件

建築年※

構造

1階

FID
関
連

名称

格子戸

平格子

出格子

虫籠窓

格子窓

格子+腰

【
建
物
概
要
】

対象京町家正面写真

写真1
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地域の特徴 航空写真

位置と都市計画指定状況

他制度による指定：

現地調査写真

応募情報等による図面・内部写真

備考：

写真2 写真3 写真4 写真5

応募情報等による図面・内部写真

（ない場合は写真1の拡大版）
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第●●回京都市京町家保全・継承審議会指定部会 
 
議題 
 ⑴ 新たな京町家の個別指定について 
  個別指定京町家指定候補一覧 合計●●件 
 
① 伝統的形態意匠 計●●件 

No 所在地 建築年代 備考 
1 京都市○○区○○町○○ 昭和○年  
2 京都市○○区○○町○○ 大正○年  
3 京都市○○区○○町○○ 明治○年  
4 京都市○○区○○町○○ 大正○年  
5 京都市○○区○○町○○ 明治○年  
    
    
    
    
    
    

 
⓶ 旧街道沿い 計●●件 

No 所在地 建築年代 備考 
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公 用 

         登記事項証明書 
                  交付申請書 
         登記簿謄本・抄本 
 

（登記所の表示） 京都地方法務局     出張所                 令和  年  月  日申請 

申 請 人 
所 属 京都市 都市計画局 まち再生・創造推進室 

氏 名  

※物件ＩＤ 種 別 
（✓印をつける） 

所        在 地 番 
家屋番号 

又は所有者 

請求 

通数 
備考 

伝統的意匠

●● 

１ㇾ土地 
●●区●●通●●上る●●町 329、330 329-0-1 

1 
 

２ㇾ建物 1 

高塀造り 

●● 

３ㇾ土地 
●●区●●通●●上る●●町 24  

1 
 

４ㇾ建物 1 

３階建て 

●● 

５ㇾ土地 
●●区●●通●●上る●●町 550 550 

1 
 

６ㇾ建物 1 

明治初期 

●● 

７ㇾ土地 
●●区●●通●●上る●●町 46  

1 
 

８ 建物  

先斗町 

●● 

９ㇾ土地 
●●区●●通●●上る●●町 39-10  

1 
 

10ㇾ建物 1 

鳥羽街道 

●● 

11ㇾ土地 
●●区●●通●●上る●●町 37 

49 

47、50 

1 
 

12ㇾ建物 1 

 
13 土地 

   
 

 
14 建物  

 
15 土地 

   
 

 
16 建物  

 
17 土地 

   
 

 
18 建物  

 
19 土地 

   
 

 
20 建物  

 ※共同担保目録が必要なときは、以下にも記載。 

 次の共同担保目録を「種別」欄の番号          番の物件に付ける。 
  □ 現に効力を有するもの   □ 全部（抹消を含む）   □（   ）第     号 
 ※該当事項の□に✓印をつけ、所要事項を記載。 

 ☑ 登記事項証明書・謄本（土地・建物） 

   専有部分の登記事項証明書・抄本（マンション名                ） 
    □ ただし、現に効力を有する部分のみ（抹消された抵当権などを省略） 

 □ 一部事項証明書・抄本（次の項目も記載） 
      共有者                    に関する部分 

 □ 所有者事項証明書（所有者・共有者の住所・氏名・持分のみ） 
    □ 所有者  □ 共有者                     

 □ コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿 

 □ 合筆、滅失などによる閉鎖登記簿・記録（     年  月  日閉鎖） 

 □ 移 記 閉 鎖 に よ る閉鎖登記簿・抄本 

（目 的） 京町家の保全・継承のための調査 

（手数料） 昭和２４年５月３１日政令第１４０号登記手数料令第１８条により免除 

 

上記申請は公用であることを証明する。 

京都市長 ○○ ○○ 
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京町家の残存状況資料（イメージ） 

 
・位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
・地区内京町家の状況 

 
 
  

 
 

○○地区 H20／21 H28 R8 
町家集積率 ％ ％ ％ 
町家件数    
滅失町家面積  m2 m2 
滅失率  ％ ％ 

地区名 



隣地接合 隣地接合 格子

地区名

通り庇 　　平入切妻 　　瓦葺

FID 地区名 FID

本二階 三階建て

特定様式 大塀 卯建 袖壁 看板建築 特定様式

町家類型 平屋 中二階 本二階 三階建て 町家類型 平屋 中二階

外壁 真壁 腰壁 外壁 真壁

屋根 切妻 入母屋 寄棟 越屋根 屋根

その他気付 その他気付

FID 地区名 FID

生活意匠 犬矢来 駒寄 その他（　　　　　　　　） 生活意匠

住所

町家類型 平屋 中二階 本二階 三階建て 町家類型

通り庇 通り庇

隣地接合 隣地接合

　　平入切妻 　　瓦葺

格子

外壁 真壁 腰壁 外壁 真壁

大塀 卯建 袖壁

屋根 切妻 入母屋 寄棟 越屋根 屋根

特定様式 大塀 卯建 袖壁 看板建築 特定様式

切妻 入母屋

FID

　　平入切妻 　　瓦葺通り庇 通り庇

格子

中二階 本二階 三階建て

特定様式 大塀 卯建 袖壁 看板建築 特定様式

町家類型 平屋 中二階 本二階 三階建て 町家類型

寄棟 越屋根

外壁 真壁 腰壁 外壁 真壁

大塀 卯建 袖壁 看板建築

屋根 切妻 入母屋 寄棟 越屋根 屋根 入母屋

平屋 中二階 本二階 三階建て

特定様式 大塀 卯建 袖壁 看板建築 特定様式

町家類型 平屋 中二階 本二階 三階建て 町家類型

大塀 卯建 袖壁 看板建築

越屋根

外壁 真壁 腰壁 外壁 真壁 腰壁

屋根 切妻 入母屋 寄棟 越屋根 屋根 切妻 入母屋 寄棟

生活意匠 犬矢来 駒寄 その他（　　　　　　　　） 生活意匠 犬矢来 駒寄 その他（　　　　　　　　）

格子

住所

　　平入切妻 　　瓦葺

　　平入切妻 　　瓦葺

その他気付 その他気付

住所

通り庇 通り庇

隣地接合 隣地接合

その他気付 その他気付

FID 地区名 FID

住所

通り庇

住所

地区名

腰壁

大塀 卯建 袖壁 看板建築

犬矢来 駒寄 その他（　　　　　　　　）

切妻 入母屋 寄棟 越屋根

生活意匠 犬矢来 駒寄 その他（　　　　　　　　）

住所

　　平入切妻 　　瓦葺

生活意匠 犬矢来 駒寄 その他（　　　　　　　　）

地区名

その他気付 その他気付

FID 地区名

寄棟 越屋根

看板建築

平屋 中二階 本二階 三階建て

腰壁

格子

住所

　　平入切妻 　　瓦葺

格子

切妻

平屋

隣地接合 隣地接合

地区名

腰壁

生活意匠 犬矢来 駒寄 その他（　　　　　　　　） 生活意匠 犬矢来 駒寄 その他（　　　　　　　　）

格子

住所

　　平入切妻 　　瓦葺

格子

外観写真

土壁・漆喰・聚楽

土壁・漆喰・聚楽

土壁・漆喰・聚楽

土壁・漆喰・聚楽

外観写真

外観写真

外観写真

土壁・漆喰・聚楽

土壁・漆喰・聚楽

土壁・漆喰・聚楽

土壁・漆喰・聚楽

外観写真

外観写真

外観写真

外観写真

別紙６

土壁・漆喰・聚楽土壁・漆喰・聚楽

土壁・漆喰・聚楽 土壁・漆喰・聚楽

土壁・漆喰・聚楽土壁・漆喰・聚楽 土壁・漆喰・聚楽土壁・漆喰・聚楽

土壁・漆喰・聚楽土壁・漆喰・聚楽土壁・漆喰・聚楽 土壁・漆喰・聚楽土壁・漆喰・聚楽土壁・漆喰・聚楽
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令和８年度京町家条例に基づく指定に係る調査等業務委託 

受託候補者選定実施要領 
 

制定 令和８年４月２３日 
 
（趣旨） 
第１条 この実施要領は、令和８年度京町家条例に基づく指定に係る調査等業務委託につい

て、まち再生・創造推進に関する業務受託候補者選定要綱（以下「要綱」という。）により

受託候補者の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。 
 
（委託費用の上限） 
第２条 要綱第３条に規定する委託費用の上限は、９，２３９，０００円とする。ただし、

当該委託費用の上限には、消費税及び地方消費税を含むものとする。 
 
（受託希望者の募集） 
第３条 要綱第４条第８項に規定する受託希望者の募集は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴  要綱第４条第４項に定める提案書の提出は、令和８年５月１８日（月）午後５時ま

でに、次に掲げる事項を記載した京町家条例に基づく指定に係る調査等業務受託に関

する提案書（以下「提案書」という。）に、受託希望金額に関する見積書、類似業務等

の契約書の写し及び添付書類を添え、提出するものとする。 

  ア 本業務を実施する場合の体制及び業務実績 
  イ 令和８年度京町家条例に基づく指定に係る調査等業務委託仕様書に係る提案 
  ウ 受託希望金額 
  エ 本提案に関する連絡先 

⑵  要綱第４条第５項に定める質問は、令和８年５月７日（木）正午までに、行わなけ

ればならないものとする。 
⑶  要綱第４条第６項に定める質問及びその回答の内容のホームページでの公開は、令

和８年５月１２日（火）午前１０時までに行うものとする。 
 
（受託候補者選定委員会） 
第４条 要綱第５条第７項の受託候補者選定委員会の構成員は、次に掲げる者とする。 

⑴ 都市計画局まち再生・創造推進室担当部長 
⑵ 都市計画局まち再生・創造推進室再生・創造企画課長 

⑶ 都市計画局まち再生・創造推進室京町家保全継承課長 



（受託候補者の選定等） 
第５条 要綱第５条第 11 項に規定する選定方法の詳細は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 受託候補者選定委員会は、受託希望者から提出された提案書の内容に基づいて、第３

条第１号に掲げる事項を評価する。 
⑵ 前号の規定による評価は、別表により受託候補者選定委員会の各委員が評価する。 
⑶ 受託候補者選定委員会は、第１号の規定による評価の得点の合計が最大となる者を、

受託候補者として選定する。ただし、得点の合計が最大となる者が２者以上となった場

合には、受託候補者選定委員会において協議のうえ、１者を受託候補者として選定する。 

⑷  受託希望者が１者の場合にあっては、応募条件を緩和する余地がなく、更なる周知

活動を行った場合においても当該受託希望者の他の者からの応募の可能性があると判

断できない場合は、本業務委託を受託するに当たり、適切に業務を遂行できるかを総

合的に判断し、選定する。 

⑸ 受託候補者選定委員会は、前２号の規定により選定しようとする者が、業務を実施す

る能力に満たないと認める場合においては、前２号の規定にかかわらず、受託候補者

として選定しないことができる。 

⑹ 前号の規定により受託候補者を選定しないこととなる場合には、次に評価点の高い者

を受託候補者として選定するものとする。この場合においては、第３号ただし書並び

に前号及びこの号の規定を準用する。 

 
 附則 
  この実施要領は、決定の日から施行し、令和８年度京町家条例に基づく指定に係る調査

等業務委託に関して適用する。 



（別　表）

配点 評価 評価点

（４）

（２）

（０）

（１２）

（６）

（０）

（４）

（２）

（０）

（４）

（２）

（０）

4

（２４）

（１８）

（１２）

（６）

（０）

（２２）

（１６．５）

（１１）

（５．５）

（０）

（８）

（６）

（４）

（２）

（０）

100

資
格
の
有
無
等

管理技術者、主任技術者又は担当
技術者が、木造建築物の伝統的な
構造、形態又は意匠等に関する専
門知識（専門資格等）を有してい
るか。

文化財マネージャー、ヘリテージマネー

ジャー相当の資格１保有当たり２点

上記に準じる資格１保有当たり１点

主任技術者の類似業務の実績／同
種・類似業務の実績を有している
か

同種の業務１件当たり３点

類似の業務１件当たり２点

合　　　　　計

受
託
希
望
金
額

8

22

円滑な審議会運営のために審議会
資料について迅速かつ的確に作成
するための提案がなされている
か。

受託希望金額に応じて配点を行う

Ａ：8,499,880円未満（92％未満）

Ｂ：8,499,880千円以上8,684,660円未満
（92％以上94％未満）

Ｃ：8,684,660円以上8,869,440円未満
（94％以上96％未満）

Ｄ：8,869,440円以上：9,054,220千円未
満（96％以上98％未満）

Ｅ：9,054,220 円以上（98％以上）

Ｅ：劣っている

本業務を効率的・効果的に実施するた
めの取組方針及び実施体制について、
適切かつ具体的な提案がされている

か。

Ａ：非常に優れている

Ｂ：優れている

Ｃ：普通

Ｄ：やや劣っている

Ｅ：劣っている

24

9

Ａ：非常に優れている

Ｂ：優れている

Ｃ：普通

Ｄ：やや劣っている

Ａ：０件

Ｂ：１件

Ｃ：２件以上

Ａ：４人以上

Ｂ：Ａ又はＣ以外

Ｃ：１人未満

4
Ａ：０件

Ｂ：１件

管理技術者の類似業務の実績／同
種・類似業務の実績を有している
か

9

主任技術者の従事している他業務
の状況／他に従事している又は従
事する予定のある業務があるか。

12

Ｃ：２件以上

4

本店所在地が京都市内

支店所在地が京都市内

　　　 受託希望者

評価項目／評価事項 評価基準

実
施
体
制

提
案
の
的
確
性

本店等の所在地

担当技術者の人数／業務遂行に十
分な技術者が確保されているか
（主任技術者を含む。）。

管理技術者の従事している他業務
の状況／他に従事している又は従
事する予定のある業務があるか。

4

同種の業務１件当たり３点

類似の業務１件当たり２点

本店所在地が京都市外


